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ゆめの園みらいず大宮 児童発達支援・放課後等デイサービス 

重要事項説明書 

 

1. 法人の概要 

名 称 社会福祉法人ハッピーネット  

所在地 埼玉県さいたま市桜区南元宿２丁目６－２２ 

電話番号 ０４８－７６７－３８２２ 

代表者氏名 理事長 伏見広一 

法人設立年月日 ２００２年１月４日 

 

2. 事業所の概要 

事業所の名称 ゆめの園みらいず大宮 児童発達支援・放課後等デイサービス 

事業所の種類 

指定児童発達支援事業所（児童発達支援センター以外） 

指定放課後等デイサービス事業所 

（指定番号）第１１５６５０２３９３号  ２０１６年４月１日指定 

利用定員 １０名（放課後等デイサービス・児童発達支援事業併せ） 

主たる対象児 
指定児童発達支援事業所：知的障害児・発達障害児 

指定放課後等デイサービス事業所：知的障害児・発達障害児 

事業の方針 

１（１）児童発達支援 

事業所は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、並びに集

団生活に適応することができるよう、当該障害児の心身の状況並び

にその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うもの

とする。 

（２）放課後等デイサービス 

 事業所は、学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除く）に通

学する障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、社会と

の交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況並びにそ

の置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとす

る。 

２ 児童発達支援、放課後等デイサービスの実施に当たっては、障害

児又は障害児の保護者の必要なときに必要な児童発達支援、放課後

等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。 

３ 児童発達支援、放課後等デイサービスの実施に当たっては、関係

市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

４ 前３項のほか、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）及び「さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例」（平成２４年さいたま市条例第６４号）

に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するもの

とする。 



 

2 

事業の目的 

適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定

め、児童発達支援及び放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図る

とともに、障害児の意思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援及び

放課後等デイサービスを提供することを目的とする。 

事業所の所在地 さいたま市西区大字中野林中郷６５３番地５ 

電話番号 ０４８－６２６－１１８０ 

管理者氏名 戸子䑓 正好 

開設年月 ２０１６年４月１日 

ガイドラインに基

づく自己評価の実

施 

実施状況：年１回以上実施。 

公表方法：事業所ホームページ掲載。【URL：http//www.happynet.or.jp】 

 

3. 通常の事業の実施地域 

さいたま市全域 

 

4. 営業時間等 

(１)事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 

月曜日から日曜日 

ただし、休業する場合がある。その際は、あらかじめ 1か月前までに

通知するものとする。 

また、12月 31日から 1月 3日までは休業日とする。 

営 業 時 間 

平日（学校終了後）･祝日 １４：００ ～ １７：３０ 

平日（短縮授業日）    １１：００ ～ １７：３０ 

土･日・祝日・学校休校日 １０：００ ～ １６：００ 

(２)サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 

児童発達支援事業 

土曜・日曜・祝日・学校の長期休暇期間とする。 

ただし、休業する場合がある。その際は、あらかじめ 1か月前まで

に通知するものとする。 

また、12月 31日から 1月 3日までは休業日とする。 

放課後等デイサービス 

月曜日から日曜日 

ただし、休業する場合がある。その際は、あらかじめ 1か月前まで

に通知するものとする。 

また、12月 31日から 1月 3日までは休業日とする。 

サービス提供時間 

１ 平日のサービス提供期間（２を除く） 

（学校終了後）１４：００ ～ １７：３０ 

 （短縮授業日）１１：００ ～ １７：３０ 

２ 学校等の長期休暇期間及び土曜日・日曜・祝日 

１０：００ ～１６：００ 
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5. 施設・設備の概要 

建      物 １０２．７９㎡ 

発達支援室 １室 相 談 室 １室 調 理 室 １室 

ト イ レ ２室  

 

6. 職員の体制 

 <主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 職務の内容 

１．管理者 
１名 

 従業者及び業務の一元的管理及び指揮

命令 

２．児童発達支援管理責任者 

１名 

 ・通所支援計画の作成 

・利用の申込みに係る調整 

・従業者等に対する技術指導等のサー

ビスの内容の管理 

３．児童指導員・保育士 
２名 

以上 

 ・通所支援計画に基づき、障害児及び

障害児の保護者に対し適切な支援等

を行う。 

当事業所では、利用者に対して指定放課後等デイサービスを提供する職員として、上記の

職種の職員を配置しています。 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職員の

所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。（例）週 8 時間勤務の職

員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）とな

ります。 

 

≪主な職種の勤務体制（標準的な時間帯における最低配置人員≫ 

職   種 勤 務 体 制 人  員 

１．管理者 

常勤 ① ７：３０～１６：３０ 

② ８：３０～１７：３０ 

   ③１０：００～１９：００ 

   ④１０：３０～１９：３０ 

   ⑤１１：００～２０：００ 

１名 

２．児童発達支援管理責任者 上記と同様 １名 

３．児童指導員・保育士 上記と同様 2名以上 

 

7. 当事業所が提供するサービスの内容 

（１）通所支援計画の作成 

児童発達支援管理責任者は、利用者について解決すべき課題と意向を把握し、利用者の意

向を踏まえたうえで、障害児通所支援事業の目標及びその達成時期、サービスの内容、サー

ビスを提供するうえでの留意点等を盛り込んだ「通所支援計画」を、利用者と面接して作成
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します。「通所支援計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写

しを利用者に交付します。「通所支援計画」については、６ケ月に１度以上定期的に見直す

ほか、必要に応じて見直します。また、利用者の申し出により、いつでも見直すことができ

ます。 

 

（２）障害児通所支援サービスの概要 

日常生活訓練 
利用者の心身の状況に応じて、日常生活動作が身に付くよう支援しま

す。 

機能訓練 
利用者の心身の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の維持

向上のための支援を行います。 

創作活動 芸術・調理等の創作活動を行います。 

レクリエーション ゲーム・カラオケ等のレクリエーションを行います。 

必要な介助 
利用者のご希望及び心身の状況に応じて、排泄介助等の必要な介助を

行います。 

健康管理 

日常生活上必要なバイタルチェック、投薬及びその他必要な管理・記

録を行います。また、協力医療機関と連携して健康管理のための支援

を行います。 

相談及び援助 

利用者及びご家族からの相談には、可能な限り必要な援助を行います。

また、他の事業者や市と連携し、地域において自立した生活が継続で

きるよう支援します。 

食事の提供 食事の提供及び介助を行います。 

送迎 自宅と事業所の送迎を行います。 

 

8. 利用料金 

（１）利用者負担額 

障害児通所支援サービスに係る利用者負担額は、障害児通所サービスに要した総費用額の 1

割になります。（市区町村が定める利用者負担上限月額を限度とします。）また、障害児通所支

援サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた金額を障害児通所給付として事業

者が受領します。 

障害児通所支援サービスに要した総費用額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該

当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成２４年厚生労働省告示第１２２号）」別

表障害児通所給付費単位数表により算定する単位数(下記表)に「厚生労働大臣が定める一単位

の単価（平成２４年厚生労働省告示第１２８号）」を乗じて得た額となります。なお、計算の結

果生じた１円未満の端数額は切り捨てします。 

なお、低所得者等は月額負担額が軽減されます。 
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① 基本サービス単位数表（さいたま市の１単位の単価は 10.90） 区分１ 

 対象児 利用定員 単位数 利用料 利用者負担額 

児童発達支援 

（児童発達支援セ

ンター以外） 

 

主に未就

学児（重

症心身障

害児を除

く）に提

供を行う

場合 

医療的ケ

ア児以外

の場合 

区分Ⅰ 

（30 分以

上 1 時間

30 分 以

下） 

10 人以下 901/日 9,820円/日 982円 

区分Ⅱ 

（1 時間

30 分超 3

時 間 以

下） 

10 人以下 928/日 10,115円/日 1,011円 

区分Ⅲ 

（3 時間

超 5 時間

以下） 

10 人以下 980/日 10,682円/日 1,068円 

未就学児

（重症心

身障害児

を除く）

以外に提

供を行う

場合 

医療的ケ

ア児以外

の場合 

区分Ⅰ 

（30 分以

上 1 時間

30 分 以

下） 

10 人以下 781/日 8,512 円/日 851 円 

区分Ⅱ 

（1 時間

30 分超 3

時 間 以

下） 

10 人以下 804/日 8,763 円/日 876 円 

区分Ⅲ 

（3 時間

超 5 時間

以下） 

10 人以下 849/日 9,254 円/日 925 円 

放課後等 

デイサービス 

障 害 児

（重症心

身障害児

を除く）

に提供を

行う場合 

医療的ケ

ア児以外

の場合 

区分Ⅰ 

（30 分以

上 1 時間

30 分 以

下） 

10 人以下 574/日 6,256円/日 625円 

区分Ⅱ 

（1 時間

30 分超 3

時 間 以

下） 

10 人以下 609/日 6,638円/日 663円 

区分Ⅲ 

（3 時間

超 5 時間

以下） 

10 人以下 666/日 7,259円/日 725円 
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② 加算単位数 

 下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。 

加算の種類 条件 利用定員 単位数 利用料 利用者負担額 

児童指導員等加配

加算 

※定員 10名以下の

場合 

医療的ケア児以外

の場合 

規準を上回る数の児

童指導員等を１人以上

配置している場合に算

定 

その他の従業員 90/日 981 円/日 98 円 

常勤換算・経験 5

年未満 
107/日 1,166 円/日 116 円 

常勤換算・経験 5

年以上 
123/日 1,340 円/日 134 円 

常勤専従・経験 5

年未満 
152/日 1,656 円/日 165 円 

常勤専従・経験 5

年以上 
187/日 2,038 円/日 203 円 

専門的支援体制加

算 

基準の人員に加えて理学療法士等を常勤

換算で 1 名以上配置している場合に算定 
123/日 1,340 円/日 134 円 

専門的支援実施加

算 

理学療法士等により、個別・集中的な専

門的支援を計画的に行った場合に算定 

利用日数等に応じて月 2 回から最大月６

回を限度 

150/日 1,635 円/日 163 円 

関係機関連携加算

（Ⅰ） 

保育所や学校等との個別支援計画に関す

る会議を開催し、連携して個別支援計画

を作成等した場合に算定 

月 1 回を限度 

250/回 2,725 円/回 272 円 

関係機関連携加算

（Ⅱ） 

保育所や学校等との会議等により情報伝

達を行った場合に算定 

月１回を限度 

200/回 2,180 円/回 218 円 

関係機関連携加算

（Ⅲ） 

児童相談所、医療機関等との会議等によ

り情報連携を行った場合に算定 

月１回を限度 

150/回 1,635 円/日 163 円 

関係機関連携加算

（Ⅳ） 

就学先の小学校や就職先の企業等との連

絡調整を行った場合に算定 

１回を限度 

200/回 2,180 円/回 218 円 

事業所間連携加算

（Ⅰ） 

セルフプランで障害児支援の複数事業所

を併用する障害児について、中核となる

事業所として、会議等を開催する等によ

り、こどもの状態や支援状況の共有等の

情報連携を行うとともに、家族への助言

援助や自治体との情報連携を行った場合

に算定 

場合に月１回を限度 

500/回 5,450 円/回 545 円 

事業所間連携加算

（Ⅱ） 

連携する事業所として、事業所間連携加

算（Ⅰ）の会議に参画するとともに、そ

の情報を事業所内で共有・必要時に個別

支援計画の見直しを行う等で支援に反映

させた場合に算定 

月１回を限度 

150/回 1,635 円/日 163 円 



 

7 

強度行動障害児支

援加算 

児童発達支援は強度行動障害支援者養成

研修（実践研修）を終了した職員を配置し、

強度行動障害を有する児（児基準 20 点以

上）に対して、支援計画を作成し当該計画

に基づき支援を行った場合に算定 

200/日 

（加算開始

から 90日以

内の期間は

＋500/日） 

2,180/回 

(7,630/回) 

218 円 

（763 円） 

強度行動障害児支

援加算（Ⅰ） 

放課後等デイサービスは強度行動障害支

援者研修（実践研修）を終了した職員を

配置し、強度行動障害を有する児（児基

準２０点以上）に対して支援計画を作成

し当該計画に基づき支援を行った場合に

算定 

200/日 

（加算開始

から 90 日

以内の期間

は＋500/

日） 

2,180/回 

(7,630/回) 

218 円 

（763 円） 

強度行動障害児支

援加算（Ⅱ） 

放課後等デイサービス強度行動障害支援

者養成研修（中核的人材養成研修）を終

了した職員を配置し、強度行動障害を有

する児（児基準３０点以上）に対して、

支援計画を作成し該当計画に基づき支援

を行った場合に算定 

250/日 

（加算開始

から 90 日

以内の期間

は＋500/

日） 

2,725 円/日 

(8,175/回) 

272 円 

（817 円） 

個別サポート加算

（Ⅰ） 

児童発達支援は重症心身障害児等、著し

く重度の障害児を受け入れた場合に算定 
120/日 1,308 円/日 130 円 

個別サポート加算

（Ⅰ） イ 

放課後等デイサービスはケアニーズの高

い障害児に対して支援を行った場合に算

定 

90/日 981 円/日 98 円 

個別サポート加算

（Ⅰ） ロ 

放課後等デイサービスはケアニーズの高

い障害児に対して強度行動障害者養成研

修（基礎研修）修了者を配置し支援を行

った場合、又は重度の障害児に対して支

援を行った場合に算定 

120/日 1,308 円/日 130 円 

個別サポート加算

（Ⅱ） 

要保護児童・要支援児童に対し、児童相

談所やこども家庭センター等と連携（支

援の状況等を 6 月に 1 回以上共有）し支

援を行った場合に算定 

150/回 1,635 円/日 163 円 

個別サポート加算

（Ⅲ） 

放課後等デイサービスは不登校の状態に

ある障害児に対して、学校との連携の下

家族への相談援助等を含め支援を行った

場合に算定 

70/日 763 円/日 76 円 

家族支援加算（Ⅰ） 

入所児童の家族

（きょうだいを

含む）に対して

個別に相談援助

等を行った場合

に、算定 

月 4 回を限度 

オンライン 80/回 872 円/回 87 円 

家族支援加算（Ⅰ） 

家族支援加算（Ⅱ） 

入所児童の家族

（きょうだいを

含む）に対して

個別に相談援助

等を行った場合

に、算定 

月 4 回を限度 

入所児童の家族

事業所内で対面 100/回 1,090 円/回 109 円 

居宅訪問・1 時間未満 200/回 2,180 円/回 218 円 

居宅訪問・1 時間以上 300/回 3,270 円/回 327 円 
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（きょうだいを

含む）に対して

グループでの相

談援助等を行っ

た場合に算定 

オンライン 60/回 654 円/回 65 円 

子育てサポート加

算 

保護者に支援場面の観察や参加等の機会

を提供した上で、こどもの特性や、特性

を踏まえたこどもへの関わり方等に関し

て相談援助を行った場合に算定 

月 4 回を限度 

80/回 872 円/回 87 円 

延長支援加算 

 

一定の時間区分を

超えた時間帯の支

援について、計画

的に提供を行う場

合に算定 

重症心身障害児・

医療的ケア児以外

の場合 

延長 30分以上１時

間未満 

延長時間が計画よ

りも短くなった場

合に限る 

61/日 664 円/日 66 円 

延長１時間以上２

時間未満 
92/日 1,002 円/日 100 円 

延長２時間以上 123/日 1,340 円/日 134 円 

保育・教育等移行

支援加算 

退所後に、居宅・保育所等を訪問して相

談援助を行った場合に算定 

１回を限度 

500/回 5,450 円/回 545 円 

自立サポート加算 

高校２年生・３年生について、学校卒業

後の生活に向けて、学校や地域の企業等

と連携しながら、相談援助や体験等の支

援を計画的に行った場合に算定 

月２回を限度 

100/回 1,090 円/回 109 円 

利用者負担上限額

管理加算 

利用者の負担額合計額の管理を行った場

合に算定 
150/月 1,635 円/日 163 円 

福祉専門職員配置

等加算（Ⅰ） 

常勤の児童指導等のうち、社会福祉士・

介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心

理士の資格保有者が 35％以上雇用されて

いる場合に算定 

15/日 163 円/日 16 円 

福祉専門職員配置

等加算（Ⅱ） 

常勤の児童指導等のうち、社会福祉士・

介護福祉士・精神保健福祉士又は公認心

理士の資格保有者が 25％以上雇用されて

いる場合に算定 

10/日 109 円/日 10 円 

福祉専門職員配置

等加算（Ⅲ） 

児童指導員、保育士等のうち、常勤職員

が 75％以上又は勤続 3年以上の常勤職員

が 30％以上雇用されている場合に算定 

 6/日 65 円/日 6 円 

欠席時対応加算 

急病等により利用を中止した際に、連絡

調整や相談援助を行った場合に算定（月

４回まで） 

94/回 1,024 円/回 102 円 

送迎加算 
居宅等と事業所等との間の送迎を行った

場合に算定 
54/回 588 円/回 58 円 
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福祉・介護職員処

遇改善加算（Ⅰ） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）に加

え、経験技能のある福祉、介護職員を事業

所内で一定割合以上配置している場合に

算定 

児童発達支援     所定単位 13.1％を加算 

放課後等デイサービス 所定単位の 13.4％を加算 

福祉・介護職員処

遇改善加算（Ⅱ） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）に加

え、改善後の賃金年額 440万以上が 1人以

上、職場環境の更なる改善、見える化を行う

場合 

児童発達支援     所定単位の 12.8％を加算 

放課後等デイサービス 所定単位の 13.1％を加算 

福祉・介護職員処

遇改善加算（Ⅲ） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）に加

え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組

みの整備を行う場合 

児童発達支援     所定単位の 11.8％を加算 

放課後等デイサービス 所定単位の 12.1％を加算 

福祉・介護職員等

処遇改善加算（Ⅳ） 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の 1/2

以上を月額賃金で配分、職場環境の改善

（職場環境等要件）、賃金体系等の整備及

び研修の実施等を行う場合 

児童発達支援     所定単位の 9.6％を加算 

放課後等デイサービス 所定単位の 9.8％を加算 

 

＜利用者負担額の上限等について＞ 

○ 障害児通所給付費及び障害福祉サービスの利用者負担額は上限が定められています。 

○ ご家族等のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サー

ビス利用開始の際にその旨をお申し出ください。 

 

＜償還払い＞ 

○ 事業者が障害児通所給付費の代理受領を行わない場合は、障害児通所給付費基準額の全額

をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付しま

す。（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると障害児通

所支援給付費が支給されます。） 
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（２）その他サービス利用にかかる実費負担額  

  サービス提供に要する下記の費用は、障害児通所給付費の対象ではありませんので、実費

をいただきます。 

 

項 目 金額 備 考 

食事代 実費 １食あたり６００円 ※同意に基づく 

おやつ代 実費 おやつ代１００円  ※同意に基づく 

教材費 実費 屋外活動等で必要な場合 ※同意に基づく 

行事費 実費 遠足、誕生会等の活動・行事に掛る費用 ※同意に基づく 

その他必要な費用 実費 ※同意に基づく 

 

（３）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 

前記（2）、及び（3）の①の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌 

月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービス

に関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

  武蔵野銀行  本店 普通預金１２０７４９３ 

社会福祉法人ハッピーネット 理事長 伏見広一 

ウ．利用者が指定する口座からの自動振替 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

① 利用予定日の前に、利用者の都合により、通所支援計画で定めたサービスの利用を中止

する場合にはサービスの実施日の前日１７時３０分までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

別紙料金表のとおり、欠席時対応加算をお支払いいただく場合があります。 

 

（５）実費負担額（交通費等）の変更 

  実費負担額を変更する場合は、原則としてその 2か月前までにご説明します。 

 

9. サービスの利用に関する留意事項 

（１）当施設ご利用に際し留意いただきたい事項 

施設内の利用 

施設内の設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場

合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与え

た場合は、その賠償をしていただくことがあります。 

宗教活動等 
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する布教活動等はご

遠慮ください。 
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（２）受給者証の確認 

「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合

は速やかに職員にお知らせください。また、職員が「受給者証」の確認をさせていただく場

合には、ご提示くださいますようお願いします。 

 

10. サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、

利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお

申し出ください。なお、通所支援計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了日から 5

年間保存します。 

 

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求め

に応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負

担となります。） 

 

11. 虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障害者虐待の防止、障害者の

養護者に対する支援等に関する法律（平成 23年 6月 24日法律第 79号）及び「障害者（児）

施設における虐待の防止について」（平成 17 年 10 月 20 日障発第 1020001 号厚生労働省社会

援護局障害保健福祉部長通知）に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 虐待防止に関する担当者 管理者 戸子䑓 正好 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ 虐待防止委員会を年１回以上開催しています。 

ア 虐待防止委員会の設置  

・委員会の開催 年１回以上 

イ 虐待防止のための指針の整備 

ウ 虐待の防止のための研修の実施 

     ・採用時研修 採用後１ヶ月以内 

     ・継続研修 年１回以上 
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12. 非常災害時の対応 

非常時の対応  1. 事業所は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるととも

に、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため定期

的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

2. 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めます。 

3. 事業所は、利用者の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要

となる物資の備蓄に努めます。 

避難訓練  利用者も参加の上、年２回実施します。  

防災設備  誘導灯及び誘導標識  消火器  

 

13. 秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 

 

 事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者における個人情報の適

正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるもの

とします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス

提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第

三者に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘

密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保

護について 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者等の個人

情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者

の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用

する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しませ

ん。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。) 
 
 

14. 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先

にも連絡します。 
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15. 協力医療機関 

医療機関名 河野外科胃腸科 

所在地 さいたま市大宮区三橋１－８９１－２ 

電話番号 ０４８－６６５－２１１１ 

診療科 内科 外科 胃腸科 肛門科 

 

16. 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する障害児通所支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する障害児通所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行います。 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

  保険会社名 あいおい損害賠償保険株式会社 

  保険名   社会福祉施設総合保険 

保障の概要 対人・対物 １名１億／１事故１０億円 

 

17. 業務継続計画の策定等 

１ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２）継続研修 年１回以上 

（３）訓練の実施 年１回以上 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

18. 衛生管理等 

事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の設置 

委員会の開催 ３ヶ月に１回以上 

（２）感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

（３）感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施 

採用時研修 採用後１ヶ月以内 

継続研修 ６ヶ月に１回以上 
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訓練の実施 ６ヶ月に１回以上 

 

19. 苦情等の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係） 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関する

ご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は下記の専用窓口で受け付けます。 

（２）第三者委員 

   本事業所では、地域にお住まいの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から

本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は、本事業所への

苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

 

＜お客様窓口及び行政機関その他苦情受付機関等＞   

 連絡先 受付時間 

お客様窓口 

（苦情受付窓口担当） 

管理者 戸子䑓 正好 

電話０４８－６２６－１１８０ 

FAXZ０４８－６２３－１６７７ 

11:00～17:30 

苦情解決責任者 

埼玉事業運営部 障がい児童グループマネージャー  

佐々木 崇人 

電話０４９－２９８－７１７０ 

FAX０４９－２９８－７１８０ 

11:00～17:30 

福祉相談サービス委員 

（第三者委員） 

(職名・氏名) 市内老人ホーム施設長・仁木 甲之    9:00～17:00 

(職名・氏名) 旧民生委員･久保木 央  9:00～17:00 

市町村窓口 

さいたま市  

障害政策課  電話 829-1309 FAX 829-1981  

西区支援課   電話 620-2662 FAX 620-2766 

北区支援課   電話 669-6062 FAX 669-6166 

大宮区支援課  電話 646-3062 FAX 646-3166 

見沼区支援課  電話 681-6062 FAX 681-6166 

中央区支援課  電話 840-6062 FAX 840-6166 

桜区支援課   電話 856-6172 FAX 856-6276 

浦和区支援課  電話 829-6143 FAX 829-6239 

南区支援課   電話 844-7172 FAX 844-7276 

緑区支援課   電話 712-1276 FAX 712-1172 

岩槻区支援課  電話 790-0163 FAX 790-0266 

8:30～17:15 

埼玉県運営適正化委員会 

埼玉県社会福祉協議会内に設置 

所在地（埼玉県社会福祉協議会 内）   

〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 

彩の国すこやかプラザ １階 

相談電話 ０４８－８２２－１２４３ 

9：00～16:00 

 

 

20. 第三者による評価の実施状況 

第三者による評

価 

 １ あり 実施日  

 評価機関名称  

 結果の開示 １あり  ２な
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し 

 ２ なし 

 

21.その他運営についての留意点 

１ 当事業所は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとと

もに、資質向上をはかるために研修の機会を次のとおり設けます。 

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２）継続研修 年２回以上 

２ 事業所は、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じます。 

３ 事業所は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

４ 事業所は、他の事業所等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書

により当該利用者の同意を得ます。 

５ 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 

６ 事業所は、障害児に対する児童発達支援、放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を

整備し、当該児童発達支援、放課後等デイサービスを提供した日から５年間保存するもの

とする。 

７ 事業所は、さいたま市地域生活支援拠点事業実施要綱(令和 3 年さいたま市制定)に規定す

る地域生活支援拠点として、以下の機能を担う。 

(1)緊急時の受入れ・対応…短期入所を活用した常時の緊急受け入れ態勢を確保した上で、

介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや

医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 

(2)体験の機会・場…地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害

福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

(3)地域の体制づくり…地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能（西区地域協議会へ

の参加を含む） 


